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1 序

 本稿の目的は，労働市場が双方独占である場合に，賃金交渉によって，賃金

がどの水準に決まるかを分析することである。この問題は，最近，Hieser〔2〕

やJohnston〔3〕によって展開されている。本稿もこの線にそうものである。

 労働市場が双方独占である場合，通常，一義的な解はなく，賃金は不決定で

ある。たとえ賃金は両当事者の交渉力に依存するとしても，まだあいまいで同

義反復の危険性がある。Hieser〔2〕は両当事者の行動を，それぞれの経済的な

要因を導入しながら，分析し，一つの解答を与えている。Johnston〔3〕は

Hieserモデルを土台にしながら，彼の用いた方程式は会計恒等式であり，モ

デルは確率的でなければならないとして，予想費用関数を導入する。その関i数

から，彼は費用を最小にする最終回答額（ストライキを目前にして独占企業が

労働組合に提示する回答額）とスト解決回答額（ストライキを解決するために

独占企業が支払わねばならないと予想する回答額）とを導出する。

 1の残りの部分で単純な双方独占モデルを記述し，そのモデルにおいて賃金

交渉の対象となる範囲を確定する。2でHieserモデルを簡単に要約し，その
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あと次の準備のために若干の敷街を行なう。3で，賃金交渉にのぞむ独占企業

のストライキ前の回答額とストライキ後の回答額を示すとともに，労働組合の

ストライキ前の要求額とストライキ後の要求額を示す。4で賃金交渉の過程を

記述し，5で簡単な要約とモデルの欠点を指摘したあと，「で一んげると」と

需要曲線のシフトした場合とについて若干の分析を試みる。

 いま，労働市場において，唯一の供給者である労働組合と唯一の需要者であ

る独占企業とによって取引が行われているものとする。労働組合はクローズ

ド・ショップ（closed sh6p）をもっていると想定する。独占企業は完全に統

合されており，自社の製品を原材料として使用しているものとする。独占企業

の生産物に対する需要曲線は与えられているものとし，簡単化のために線型で

あると仮定する。生産関数は与えられており，費用曲線は第1図におけるZZ'

線で示されているものとするω。

 労働市場が独占企業と労働組合の二者だけによって構成されているとき，両

者の相対的な交渉力がどのようなものであっても，それらにかかわりなく，両

者の交渉の結果，落ち着くべき妥結賃上げ額の範囲がある。

 第1図において，縦軸に価格（P）と費用（w）を，横軸に産出量と雇用量

（Q）をとる。独占企業の需要曲線（DD'）は与えられているから，これか

ら限界収入曲線（DR）を得ることができる。機会賃金をOZで与えれば，労
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働組合の圧力がないとき，独占企業の均衡点はE点で示される。

 均衡がE点で示されるとき，賃金支払額（四）はW＝OZXOQoである。

労働組合の仲間が失業するかもしれないという危険をおかしながら，労働組合

が賃金支払額の増加をめざしていくとき，賃金支払額はH点で極大となるω。

H点においては，限界収入曲線の弾力性（η）は1に等しい．εを需要の弾力

性とすれば，

      1
    η＝万（ε一1）

であるから，ε＝3となる。wを賃金率， Pを価格とすれば，

          1
    w＝＝P（1-t）

であるから． w・・ 9・となり，鰍賃金支獺は附加髄曝をこえることは

できない（3）。

 機会賃金がOZで与えられているとき，それは賃金交渉範囲の下限を規定

し，限界収入曲線の弾力性が1に等しいとき，賃金支払額は極大となるから，

OH'は賃金交渉範囲の上限を規定する。すなわち，独占企業と労働組合の賃

金交渉の対象となる範囲はZH'で示されている部分である。

 労働組合は，賃金交渉にあたって，賃金支払額を機会賃金にできるだけ多く

上のせすることをもくろんでいると想定する。労働組合の武器はストライキで

ある（％ 労働組合はその武器を用いて，独占企業からできるだけ高い賃金支払

額を獲得しようとする。たしかに労働組合にとって，賃金支払額が高ければ高

い程好ましいかもしれないが，極大の賃金支払額を達成しようとすれば，次の

ような困難にでくわすだろう。労働組合員の一部は失業の非常に高い危険にさ

らされるかもしれない。また，相対的分配率が労働組合に有利になればなる

程，投資への削減が独占企業によって計画されるかもしれない。その結果，分

配すべきパイの大きさ自体が小さくなるかもしれない。これらを考慮すれば，

労働組合は賃金交渉にあたってその鉾先をにぶらせることになる。雇主（以下

では独占企業と区別せずに用いる）との交渉にあたって，労働組合の意志決定
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は，雇主の回答を受け入れるか，それともストライキという武器を使用するか

に関係する。

 雇主はストライキという武器におどされながら，労働組合の賃金支払額をな

るべく少なくするように行動する。すなわち，雇主は労働組合の圧力によって

減少する利潤をなるべく少なくするように努める。雇主に必要な意思決定は，

労働組合からの要求額を認めるか，それともストライキによる損失に耐えるか

である。

（1）これらの手勢はHieserやJohnstonと同一である。以下の結論はHieser〔2〕に

 よって導かれたものである。

（2）F点はOFニFRになるようにとられている。

（3）賃金支払額の上限を明らかにしたことがHieserの一つの寄与であることをJohn-

 sto〔3〕P，851は指痛している。

（4）Hicks〔1〕が指摘したように，武器を将来の使用のために研磨しておき，雇主をし

 て十分に組合の力を意識させておく目的で，ストライキをするという例外があるけれ

 ども，ここではそれを例外として言及しないでおくことにする。

2 Hieserモデル

 Hicks〔1〕は労働市場の競争が団結によって排除される場合について言及し

ている。Hicksは雇主の行動を規定する関数として雇主譲歩曲線（Employer's

concession curve）を導入している。一方，労働組合の行動を規定する関数

として組合抵抗曲線（Union's resistance curve）を導入している。これら

を，縦軸に賃金率（w）をとり，横軸に予想ストライキ期間（s）をとって図

示すれば，次のようになる。

 H'H尼線は雇主譲歩曲線の漸近線であり，交渉範囲の上限を画す。OZは機

会賃金であり，交渉範囲の下限を画す。両曲線の交点によって決るOAは熟練

した交渉のみが雇主から引き出すことができる最高の賃金を示している。雇主

と労働組合の賃金交渉によって妥結する賃上げ額はOAをこえることはない。
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 Hieser〔2〕は，賃金交渉にのぞむ両当事者すなわち雇主と労働組合の双方に

関するそれぞれ特有な損失と利得を導入することによって賃上げ額がどこに決

まるかを論じた。Hieserは労働者の持…久関数（Worker's Endurance Fun-

ction）と雇主の抵抗関数（Employer's Resistance Function）を示し，両

関数の互いに接する点において，賃上げ額とストライキ期間が決ることを示し

ている。

 労働組合の持久関数は，ストライキに伴う費用（乙）とストライキをするこ

とによってかちとることができるだろう賃上げから得られる利得（gain， G）

とを等しくおくことによって求められる。労働組合にとってストライキに伴う

費用は

    L：＝sQw十QU（s， w）                   （2．1）

である。ここでU（s，w）は，賃金支払額以外の労働組合がストライキを維持

するための費用を示している。賃上げ額（△W）から得られる利得は

    G＝＝Q Aw （1-n） Vm （」） （2．2）
である。ここでVm g'）は率ブで割り引かれたm期問についての1の合計であ

る。 （2．1）， （2．2）の両式を等しいとおくことによって

        sw ＋U（s，w）
    Azv＝ of” i．． （2．3）        （1-q）Vm 〈j ）

を得ることができる。
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 雇主の抵抗関数は，ストライキによってこうむる利潤等の損失（Ll）と賃

上げを認めることによって生ずる利潤の損失（L2）を等しいとおくことによ

って得られる。ストライキによってこうむる雇主の損失は

       sQw
    L・＝、＿1＋IQ F（…）     （2・4）

である。ここでF（s，w）は雇主がストライキに耐えるときの利潤以外の損失

を示している。賃上げを認めることによって生ずる損失は

   L2＝a Aw Vn （i） （2．5）
である。ここでVn（i）は率iで割り引かれたn期間についての一単位の賃金

支払高の流れの現在価値である。 （2．4）， （2．5）の両式を等しいとおく

ことによって，

    △ω」計（の［，嘗＋F（s・w）］ （2・6）

を得ることができる。

 （2．3）， （2．6）の両分から，賃上げ額とストライキ期間を求めること

ができる。縦軸に賃上げ額を，横軸にストライキ期間をとって，図で示せば，

次のようになる。

      Aw U

                       s     o o'
            第 3 図

OUは組合の持久関数であり，0'Eは雇主の抵抗関数である。ouがO'E
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の右にあるかぎり，労働組合は雇主に賃上げに対する圧力を加え，それを確保

することができる。0σとO'Eが互いに接する点で，労働組合の交渉力は雇

主の抵抗に比較して尽きてしまう。そしてそのとき，妥結賃上げ額は両曲線の

接する点に定まる。

 Hieserの分析は上記の二つの関数によって行われているが， Johnston〔3〕

によって次のような批判がなされているω。 これらの関係は会計恒等式にすぎ

なく，労働組合や雇主の意思決定者にとって本質的な情報がとり入れられてい

ない。

 Hieserモデルでは，雇主と労働組合は双方とも，ストライキかそうでない

かの選択をせまられており，ストライキが起った場合，それを解決するための

賃上げ額があることを示している。しかしながら，労働争議が起れば，雇主も

労働組合もともにストライキの起るまでに賃金交渉をかさねるだろう。労働組

合はストライキをおどしとして使用することによって要求貫徹をさけぶだろ

う。雇主は争議を解決するために賃上げを申し出るだろう。雇主と労働組合

は，ストライキ突入を前にして，それぞれの回答額と要求額を示し，それぞれ

の期待する賃上げ額とおりあわなければ，彼等はストライキを選択するだろ

う。すなわち，雇主と労働組合はそれぞれストライキ突入直前の時点で，ユニ

ークな回答額と要求額をもっているだろう。それらをそれぞれ「最終回答額」

（final pre-strike offer），「最終要求額」 （final pre-strike claim）とい

うことにしよう。ストライキが起った場合に，雇主がそれを解決するために支

払おうと覚悟する賃上げ回答額を「スト解決回答額」（post-strike offer）と

いうことにしよう。同様に，労働組合がストを解除するために要求する賃上げ

額を「スト解除要求額」 （post-strike claim）ということにしよう。

 労働争議に直面している雇主にとって強要されている選択は，労働組合の要

求に応ずるか，それともストライキに耐えるかである。労働組合の要求に応じ

た場合，雇主はより高い賃金の支払による長期間にわたる利潤の減少を覚悟し

なければならない。労働組合の要求に応じずにストライキに耐える方を選んだ

場合，雇主はストライキに伴って発生する損失を負担しなければならない。ス
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トライキに伴って発生する損失は，操業を停止することによって失われる利潤

等と，ストを解決するために支払われる賃上げによる損失とからなる。

 労働組合によって要求されている賃上げ額を認めた場合，あるいは雇主の提

示した回答額が労働組合によってストライキもなく受け入れられた場合，両賃

上げ額を区別する必要もないから，それらを△w2で示すことにする。賃上げ

額（△w2）を支払うことによってこうむる雇主の損失（LEI）は

    L。、 ・Q△ω、Vn（の・＝A・△w，     （2・7）

である（2）。

 ストライキによってこうむる雇主の損失は （2．4）式で示されているもの

であるが，労働組合の予想するストライキ期間と区別するために，雇主の予想

するストライキ期間をS2で示すと，（2．4）式は新しく

       Qw
           ＋Q F（s2，w） ＝A ， s2 ＋A2 F（S2 ，W） （2．s）    Li＝
       e 一'1

で示される。ストライキを解決するために支払われる賃上げ額（△ω28）によ

る雇主の費用（L2）は

    L2 ＝＝QAw2s Vn（i） ＝＝A3 Aw2s （2．9）

であるから，ストライキによってこうむる雇主の総損失は， （LE2）

    LE2 ＝Ai s2 十A2F（s2， ，w ）十A 3 Aw2s （2．lo）

となる。ここでF（s2，w）をストライキ期間だけに依存するものとして，さ

らにF（S2）＝bS22とする。したがって，

    LE2＝AAis2 ＋A2bs22 ＋A31Aw2，s （2．11）

となる（3）。

 労働組合がストライキ前に雇主からの回答額をうけ入れた場合，あるいは労

働組合の要求する賃上げ額（△ωlf）が認められる場合，ストライキもせずに

得られる労働組合の利得（Gσ1）は

    GUi ＝Q Aw if （1一 i」）Vm （J' ）＝ B3 Aw if （2 ．12）

である。

 労働組合の予想するストライキ期間をs1とすれば，労働組合にとってスト
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ライキに伴う費用（L）は，

    L＝：QwS i十 （？ U（ s i， w）

     ＝BiSi十B2U（Si， w） （2．13）
となり，さらにU（s1， w）・＝9s 12と仮定すれば，

    L＝Bl s 1十B2g s 12

となる。一方，労働組合がストライキによってかちとった賃上げ額（△ωls）

から得られる利得（G）は

    G＝Q Awis（1-n） Vm （j ）

    G＝＝B3Awis （2．14）
である。したがって，ストライキから得られる組合の純利得（Gu2）は

    GU2＝B3 Awis一 （Bi si ＋B2gsi2） （2．15）

である。

（i） Johnston（3）p．840．

（2＞Hieser〔2〕P．65と同一のものである。ただし，符号を適当に換えている。

（3）Johnston〔3〕P．842のものと同一である。ただし，符号を適当に換えている。

3 要求額と回答額

 雇主にとってストライキの起る時点が確実にわかっているのであれば，雇主

はそのストライキが起ると予想される時点まで労働組合との交渉を秩序だてて

行なっていくだろう。しかしその予想がたちにくい場合には，雇主は交渉をい

きづまらせたり，予想外の高い回答を出さざるを得ないかもしれない。ここで

はストライキの起る時期を雇主は知っているものとする。

 雇主は，争議が発生したとき，労働組合に提示した最初の回答額を出発点と

して，交渉の過程で回答額を改訂していく。そしてストライキの予想される時

点でなされる回答額を「最終回答書」（△ω2∫）とする。この最終回答額が労

働組合によって受け入れられないならば，ストライキに突入することになる。

ストライキを回避することができるかどうかはこの回答額に依存する。
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 ストライキが起った場合の雇主の予想する総費用は

    LE・＝・A・s，＋A・b822＋A3△ω・2，s    （3・1）

であった。ここで雇主が予想しなければならないのは，労働組合が計画してい

るストライキ期間と，ストライキを解決するにあたって労働組合が受け入れる

だろう賃上げ額（△ω2s）である。これらは雇主が労働組合の行動をどのよう

に予想するかに依存する。

 雇主が労働組合の行動を予想するとき念頭においているものが労働組合の抵

抗曲線であるとしよう。簡単化のために，その抵抗曲線は線型であるとする。

Johnstonが仮定したように（1），雇主の予想する労働組合の抵抗曲線を

    82＝δ（△ω7一△ω28）                   （3・2）

と仮定する。ここでδはストライキに関する労働組合の抵抗性向を示すもので

ある。労働組合の抵抗を強いものと雇主が予想しているとき，雇主はδが高い

と考えている。△ω7は雇主が予想する賃上げ額であるが，それはもし雇主が回

答すれば労働組合はストライキをせずに受け入れるだろう賃上げ額のうち最低

の水準のものであり，これを実質要求額といおう。△ω2sは雇主がストライキ

を解決するために支払うことを覚悟する賃上げ額である。

 労働組合の抵抗する期間は雇主の予想する労働組合の実質要求額と雇主によ

ってストライキを解決するためになされる回答額との差に比例すると雇主は予

想する。実質要求額を一定にしておけば，雇主の回答が高ければ高い程，予想

ストライキ期間は短かいだろう。回答額がゼロであれば，労働組合はその意志

と能力の続くかぎり抵抗するだろう。最大の抵抗期間はδ△ω，であるだろ

う。

 F（S2，w）をbS22と仮定すれば， （3．1）式と（3．2）式から，雇主

がストライキに耐え得た場合の予想費用の最小値を求めることができる。最小

予想費用をもたらす予想ストライキ期間S2＊と予想スト解決回答額△ω2ぽとは

次のようになる㈱。

        A3-Alδ       
    82＝                 （3．3）
        2A2 bδ
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             A3-AiS
    Aw2s＊ ＝＝AwT 一                              （3．4）
             2 A2 b a2

 これらを（3．1）式に代入すれば，ストライキが起った場合に雇主が負担

しなければならないと予想する総費用（LE2）を得ることができる。

    LE2＊ ＝Ai s2＊ ＋A2bs2＊2＋A3 Aw2s＊ （3．5）

 争議を目前にしている独占企業が交渉の開始に入る前に予想する費用E（C）

について次のように仮定する（％

    E（C）＝（1-rr）LEi＋nLE2＊ （3．6）

ここでπは独占企業の予想するストライキの起る確率である。πについて次の

ように仮定する（5）。

        jAw2s
    ．＝1 一1                              （3．7）        AwT

 これを（3．5）式に代入すれば，予想費用は△w2fだけの関数となる。交

渉にさきだって，雇主によって予想される費用を最小にする賃上げ額を求める

と，

       ＊ LE2＊
    Aw2f”' ＝＝ S jtl・；；・3一 （3．s）

である。これをさらに変形して，適当にノーテーションを選ぶと，

    Awd2f＊＝一lt （｛1 ill；ll．“ ＋il Aw26＊ （3・g）

を得ることができる。（6）△ω2ノと△～v2ぎの関係は次の三つの場合に分けること

ができる。

   ①Ll＊〉乙2＊ならば・△ω財＊〉△ω2s＊

   ② 乙1＊・＝乙2＊ならば， △W2f＊＝△ω2S＊

   ③乙1＊＜L2＊ならば，△ω2f＊＜△ω2S＊

 ストライキによって直接こうむる損失（乙1＊）の方が，ストライキを解決す

るために支払わなければならない賃上げによる支払額（乙2＊）よりも大きいと

独占企業が予想するとき，最終回答額はスト解決回答額よりも大である。もし

               一143一



               第3号

両損失が等しいと予想するとき，両回答額は等しくなる。通常の場合，ストラ

イキによって直接こうむる損失の方がストを解決するために支払われる賃上げ

支払額よりも小であるから，最終回答額はスト解決回答額よりも小である。

 労働組合にとって，ストライキを起す時期も，ストライキを起すかどうかも

自分の決意次第である。労働組合にとって問題となるのは，ストライキをおど

しとして利用することによってか，あるいはストライキを実行することによっ

て，独占企業からできるだけ高い賃上げ回答額をひき出すことである。したが

って，労働組合が交渉の過程で独占企業に要求する賃上げによる利得は，スト

ライキを実行することによって獲得可能であると予想する利得を下回ることは

ない。

 労働組合がストライキを実行した場合に雇主からかちとることができると予

想する賃上げ額をスト解除要求額といい，△ω18で示すとすれば，ストライキ

によって得られる予想純利得は，

    GU2 ＝＝BiAWis 一一・（B2 S， ＋B3gs，2） （3・10）

である。

 労働組合の予想純利得は，労働組合の予想するストライキ期間（Sl）と

△w18に依存する。△ωIsを雇主が譲歩するだろう賃上げ額（譲歩予想額）と

よみかえれば，労働組合の念頭にあるものほ雇主の譲歩曲線であるだろう。こ

こでJohnstonのEスペース（7》のかわりに，労働組合の予想による譲歩曲線を

導入する。これを導入することによって，労働組合はユニークなスト解除要求

額と予想ストライキ期間をもっていることが示される。

 労働組合の予想する譲歩曲線を次のように仮定する。労働組合は雇主の譲歩

する賃上げ額がストライキ期間に比例すると考えているだろう。しかし雇主の

譲歩する賃上げ額には上限があるだろう。それを△万で示すことにすれば，譲

歩曲線は，

    ・・一÷△w・sただし△w・S≦Aiil   （3。11）

である（8）。簡単化のために線型を仮定している。ここでρは雇主の譲歩性向を
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示すものと労働組合は考えている。縦軸に賃上げ額を，横軸にストライキ期間

をとれば，譲歩曲線は次のようになる。

           Z＞xw

△房

           Ony Sl
               第 4 図

 労働組合によって譲歩性向が高いと予想されるとき，労働組合は雇主より同

じストライキ期間にして，より高い賃上げ額を勝ちとることができると判断し

ている。労働組合は，最初雇主の譲歩を期待しているだろうから，譲歩性向の

予想は高いものであるだろう。交渉の進展につれて組合の要求が入れられない

ことがわかるにつれ，その譲歩性向の予想を段々と低く見積るようになるだろ

う。すなわち，譲歩性向は時間に関して下落していく傾向がある。予想純利得

は，

    Gu2 ＝B3 Aw，s 一 （Bi si ＋B2 gsi2） （3．12）

であるから，この式と（3．11）式とから，労働組合の予想する純利得を最大

にするストライキ期間（s1＊）とスト解除要求額（△ω1♂）とを得ることがで

きる。

        B3p-Bi
    S1＊ ＝＝

          2B2g （3 ．13）
         B3P2 一Blp
    Awls＊＝：                               （ 3 ．14）
           2B2g

 縦軸の正の方向に利得と損失をとり，負の方向に賃上げ額をとる。そして横

軸にストライキ期間をとれば，以上の関係をグラフで示すことができる。
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しIGI

 o

Awis＊

△万

Li

Gl

＊
3

SI

          ZXw
              第 5 図

 ある賃上げ額から得られる利得は，

    C＝B3z2xwi

であるから，ストライキによって得られるだろう予想純利得が得られたいま，

労働組合は両利得を等しくするような賃上げの要求額を雇主に対し，ストライ

キに突入する前の賃金交渉の最終段階でつきつけるであろう。そのときの要求

額を最終要求額（△ω1｝）ということにすれば，

         Gu2＊    Aw lf ＊ ＝＝                              （3 ．15）
         B3

である。これを適当に変形すれば

    Aw if＊＝＝ 〈1-k．“ ）Awi・s“ （3．i6）

を得ることができる。賃上げによって得られる利得よりもストライキに伴う損

失のほうが大きいか等しい場合には，ストライキは意味もないかち，乙＊ぐC＊

である。したがって，最終要求額はストライキを解除するためになされる質上

げ要求額よりも小さい。

 （i） Johnston（3）p．843．

 （2）これらはJohnstonが導出したものである。
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（3）もし雇主がある水準の賃上げにおいて労働組合がしっこく抵抗すると予想するなら

 ば，雇主によるパラメーターδの予想は無限大に近いものとなるかもしれない。その

 場合にスト解決のために雇主が支払わなければならないと覚悟する回答額は労働組合

 の実質要求額に等しくなるかもしれない。

（4）Johnston〔3〕P．843と同一の仮定である。

（5）Johnston〔3〕P．841と同一の仮定である。

（6）Johnstonで導出されたものと同一である。

（7） Johnston（3） P．848．

（8）独占企業がストライキのおどしに直面している場合，ストライキが現実に起るかど

 うかにかかわらず，雇主は組合にある一定の回答額（△Wo）を，交渉の初期に，与

 えるだろう。それで譲歩曲線はもっと一般的には，

        1
    si ＝ 一」3一 （Aw is 一Awo ）

 となるかもしれない。しかしここでは簡単化のために，△Woニ0としている。

4 交渉過程

 労働組合は単にうける賃金支払額を極大にすることだけがその目的ではない

だろうが，賃金の支払額の極大化を要求するものとする。しかし，・いかに強力

な組合であっても，賃金支払額を極大化することに成功することはないであろ

う。労働組合の交渉過程における最初の要求額は賃金交渉の対象となる範囲の

上限をこえるかもしれないが，例え要求額がそれをこえたとしても，労働組合

はそれを必ずかちとるというつもりで要求しているわけではないだろう。そう

することは労働組合にとって後の交渉を有利に展開するために必要であろう。

 労働組合によって賃上げ要求が出されたとき，独占企業はその実質要求額の

予想に目を向ける。その予想にあたって，独占企業は過去の実績や他の産業の

妥結額と同様に，現実の労働組合のストライキを実施しようとする意志と能力

を考慮に入れるだろう。実質要求額はストライキの起る確率を無視できるよう

な水準に決定されるだろう。したがって，労働組合にとって，交渉過程におけ

る自己の立場を有利に展開させるためには，独占三栄にその予想する実質要求

額をできるだけ高く予想させることである→e。
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 独占企業は組合の抵抗曲線（あるいは組合のストライキ関数）のパラメータ

ーδを予想すると，次にストライキに伴う予想総損失を最小にするようなスト

解決回答額とストライキ期間を計算する。ストライキの起る確率を推定した

後，独占企業は予想費用E（C）を最小にするようt4最終回答額を計算する。

この回答額をふまえて，独占企業は労働組合に最初の回答額を提示する。その

回答額に対して，その程度に応じて，労働組合は賃上げ要求額を改訂するかも

しれないが，その改訂はストライキ直前に独占企業に対してする最終要求額程

には交渉過程で大きな意味をもたないだろう。

 労働組合は譲歩曲線のパラメーターρを予想した後，独占企業からストライ

キによってかちとることができるだろう賃上げ額とそれを勝ちとるのに必要な

ストライキ期間とを予想する。その後組合はそれらによって計算された予想純

利得をB3｛＝：Q（1-v）γ妖ブ）｝で割ることによって，交渉の最終段階で雇主

に要求する賃上げ額を決定する。

 独占企業は最終回薄額を求めた後，それを胸にひめ労働組合との賃金交渉に

のぞむが，その回答額は交渉の最初の過程で提示されはしない。最初の回答額

はストライキの起されると予想される時期とそれまでの交渉の頻度に依存する

だろう。ストライキの予想される時期が遅ければ遅い程，また交渉の回数が多

ければ多い程，独占企業は最初の回答額を低くする方が有利である。もしそう

しなければ，早いうちに交渉はいきづまり，最終回答額を口に出す前に，独占

企業はそれを改めなくてはならなくなる。

 労働組合は交渉の最初の過程でできるだけ高い賃上げ額の要求を出すだろ

う。そしてそれが受け入れられそうもないとその要求額を低く改訂していくこ

とになる。労働組合は最初の要求額をできるだけ高く，そしてできるだけ長い

期間固執することが後の交渉を有利にすすめるにあたって必要であるだろう。

そうすることが独占企業をして組合の実質要求額を高く見積らせ，δを高く見

積らせることになる。

 賃金交渉の最終段階で独占企業が提示する最終回答額が労働組合の予想する

最終要求額をこえていれば，労働組合はその回答額を受け入れるだろうし，ス
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トライキは回避されるだろう。賃金交渉の最終段階でお互いの示す賃上げ額が

一致するか，独占企業の提示する回答額が労働組合の予想する最終要求額をこ

えていないかぎり，ストライキは回避されないだろう。ストライキを回避でき

るための条件は，

    Gu2＊ ） （1 一一q ）vet（f．）） LE2＊

である。

 ストライキを回避できるかどうかは，独占企業と労働組合のそれぞれの予想

に依存する。もっと具体的にいえば，それは抵抗曲線と譲歩曲線のパラメータ

ーの交渉当事者による予想に依存する。すなわち，それは独占企業の予想する

実質要求額△W，と組合の抵抵性向を示すパラメーターδとに，そして労働組

合の予想する雇主の譲歩性向ρとに依存する。ストライキに突入する前までの

賃金交渉の過程で独占企業と労働組合はともにそれらのパラメーターを変更す

るだろう。パラメーターの改訂によって，互いに歩みよる限り要求額と回答額

の差は段々とちぢまるだろう。その差がちぢまらず回答額が組合の予想する賃

上げ額を上回らずに，交渉が最終段階をむかえると，両交渉者はストライキを

経験しなければならない。

 ストライキに突入してしまえば，独占企業も労働組合も交渉相手に関する新

しい情報を入手しなければならない。そしてそれらをもとに両交渉者はそれぞ

れのパラメーターの予想を改訂しなければならない。パラメーターの予想を改

訂した後，労働組合の予想するSlと△ω18の組み合せに対して，独占企業の

予想する82と△ω2sの組み合せのあらわれ方に四つのケースがある。

  ケース（i） 81＞82，  △ωIS＞△ω2S

   ii （ii） s i ＞s2， Awis 〈Aw2s

   il （iii） s l 〈s2 ， Awls ＞Aw2s

   11 （iv） sl 〈s2 ， Aw ls 〈Aw2s

 ケース（i）を早期回答，低額回答，ケース（ii）を早期回答，高額回答。

ケース（iii）を遅い回答，低額回答，ケース（iv）を遅い回答，高額回答とい
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うことができるだろう。

 ありそうなケースは（i）と（iv）である。'ケース（iii）が起る場合には，

相対的に組合の抵抗性向δを低く見積りすぎている。δ（あるいは△ωr）を大

幅に改訂しないかぎり，ストライキは組合が抵抗できる最大の期間まで続くか

もしれない。ケース（ii）は独占企業が相対的に組合の抵抗性向δを高く見積

っている場合であり，交渉は早いうちに解決をみい出すだろう。

 ケース（i）の場合には，充分な交渉は，両交渉者の予想するストライキ期

間と賃上げ額を一致させそうである。労働組合の予想するパラメーターρの改

訂は時間とともに下がり，その結果予想ストライキ期間を短縮し，予想賃上げ

額を下げる。この傾向を図で示せば，次のようになるだろう。縦軸に予想賃上

         Aw
   eU

E＼三鋤

         O-s
               第 6 図

げ額を，横軸に予想ストライキ期間をとる。労働組合の予想の改訂はU点から

南西の方向に矢印が表われるように行われる。一方，独占企業の予想するパラ

メーターδの改訂は時間とともに下がるので，予想ストライキ期間は長くな

り，予想賃上げ額は下がる。この傾向を第6図の上に矢印で示せば，矢印はE

点から南東の方向を示すだろう。したがって，両交渉者が充分な交渉をすれ

ば，ストライキ期間は，両者の予想する間におちつき，妥結賃上げ額は両者の

予想するものよりも低いだろう。このことはケース（ii）の場合で雇主の予想

する賃上げ額がσ点の近傍にある場合についても妥当するだろう。

 ケース（iv）の場合において，両者の予想するもののうち，相対的に大きな

差異がストライキ期間についてのものである場合，ケース（iii）の場合と同

様，両交渉者がパラメーターを時間に関して下げる方向に改訂するかぎり，交

               一150一



         双方独占モデルにおける賃金決定について

渉は難航するだろう。逆に，両者の予想するストライキ期間にそれほど差異は

ないが，予想する賃上げ額について差異がある場合にはどうであろうか。独占

企業はそのパラメーターδの予想を時間に関して下げる方向に改訂するだろう

が，労働組合はそのパラメーター一 pを時間に関して下げるようにするだろう

か。予想以上の回答額の変化率に関して，それに応じて労働組合のパラメ．一タ

ーを上げるように改訂するかもしれない。そうすれば，ストライキ期間は労働

組合の予想するよりも長引くかもしれないが，妥結賃上げ額は予想以上のもの

を手にすることができるだろう。

 ＊Johnston〔3〕P．847で指摘されたとおりである。

5 結

 労働市場が双方独占であるとき，賃金支払額は附加価値の三分の二をこえる

ことはなく，労働組合がたとえ賃金支払額の極大化を企てたとしても，労働組

合自体の事情によると同時に，独占企業側の事情によって，賃金支払額の極大

化に成功することはないだろう。労働争議が起ったとき，雇主も組合もともに

相手に関する情報をあつめるだろう。そしてそれらにもとづいて，それぞれ相

手のストライキに関する行動を予想する。

 雇主は，労働組合のストライキに関する行動の予想をたてたならば，ストラ

イキに伴う損失を最小にするようなストを解決するための予想回答額とストラ

イキ期間とを決定する。そのあと雇主はストが起るかどうかの確率を考慮に入

れながら，賃上げとストライキに伴う予想費用を最小にするようなストライキ

直前の回答額をもとめて，労働組合との賃金交渉にのぞむ。

 労働組合は，雇主のストライキに関する行動を予想し，ストライキから得ら

れる純利得を最大にするようなストを解除するための予想要求額とストライキ

期間とを求める。そのあとストライキから得られる純利得と同額の利得をもた

らすストライキ前の要求額をもとめて雇主との賃金交渉にのぞむ。労働組合と

雇主との重要な相違点は，雇主は自己の回答額とストライキの起る確率につい
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て考慮を払うが，労働組合は，ストライキをするもしないも自分の決意次第で

あるので，自己の要求額とストライキの確率について考慮を払う必要はないと

していることである。

 雇主と労働組合は，それぞれ二つの回答額と二つの要求額を胸にひめて賃金

交渉の場にのぞむ。ストライキ前の賃金交渉の最終段階で提示された雇主の回

答額が組合の予想する賃上げ額を上回らないとき，その結果としてストライキ

が起る。ストライキが起ったとき，雇主も労働組合もそれぞれ相手のストライ

キに関するパラメーターの予想の改訂をせまられる。その予想の改訂が，賃金

交渉過程の事情によるのではなくて，時間に関して行なわれるとすれば，雇主

の予想するパラメーターは時間に関して下方に改訂され，労働組合の予想する

パラメーターも時間に関して下方に改訂される。

 雇主の予想するパラメーターが時間に関して下方に改訂される場合，予想ス

ドライキ時間は長くなり，予想回答額は低くなる。労働組合の予想するパラメ

ーターが時間に関して下方に改訂される場合，予想ストライキ期間は短かくな

り，予想賃上げ額は低くなる。このような場合，すくなくとも，労働組合の予

想するストライキ期間が雇主の予想するストライキ期間よりも長い場合には，

賃金交渉は解決をみるだろう。

 以上で述べたモデルは静学的なものである。拉術進歩による生産性の上昇に

よって交渉範囲がいかに変化するか，さらに妥結賃上げ額がいかに影響をうけ

るかについては議論されていない。また需要曲線の変化していく場合について

も考慮されていない。一般的なインフレーションやデフレーションの存在する

場合について，雇主や労働組合の賃金交渉における行動，さらに妥結賃上げ額

がどのように影響をうけるかも分析されていないω。

 さらに，以上のモデルは予想に関して重大な欠点をもっている。すなわち，

賃金交渉にあたって一方の交渉者の予想は他の一方の交渉者の予想と独立では

ないということを考慮に入れていない。交渉のすすむにつれて，雇主は組合に

関する情報を段々と入手していくであろうが，雇主のパラメーターδに関する

予想は，組合の交渉にのぞむ態度に大いに依存するだろう。また組合も交渉に
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のぞむ雇主の態度に応じて組合の予想するパラメ■一一・一撃ーρを変更するだろう。

雇主も組合も，賃金交渉の進展につれて，相手の交渉者に関する新しい情報を

入手しながら，自己の予想するパラメーターの改訂を行なう。すなわち，雇主

の予想するパラメータ・一・一も，労働組合の予想するパラメーターも，交渉相手の

パラメーターの予想と相互に依存関係にあり，パラメーターの変化は時間に関

して一様に変化するのではなく，交渉相手の提示する回答額や要求額の水準あ

るいはそれらの変化率に応じて変化するだろう。

 ストライキを回避するtめに雇主によってなされる努力は，一定額の「で一

んげると」（Danegeld）（2）の提供である。交渉の方がストライキによるより

もより有利な条件を獲得できるであろうと推定すべき一一般的根拠として，次の

ことが且icksによって指摘されている（3）。雇主が労働組合の圧力の結果として

さもなければ支払ったであろうよりもより高い賃金を支払うに吝かでない理由

は，ストライキに随伴する損失を免れるために一定額の「で盛んげると」を提

供するのが得策だということである。

 ここでは「で一んげると」 （D）の最大額だけを示しておこう。雇主によっ

て労働組合に提供されるのはその一部であり，組合の要求額と雇主の回答額と

の差に依存するだろう。雇主が「で一んげると」として提供しようとする財源

は雇主がストライキに伴うと予想する損失である。ストライキに伴うと予想す

る損失（L22ee）は

    L22＊一当82＊＋QF（8飼

であるから，これを雇用量で除すと，

    D ＝： 一ES．：一ill S2＊ ＋F （s 2＊， w ）

を得ることができる。これは雇主が組合に提供しようとする「で一んげると」

の最大額である。

 最終回答額に「で一んげると」を加え合せても，最終要求額に達しない場合，

雇主はストライキの起るのを防ぎようもないと判断するから，雇主は「で一ん
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げると」の提供を断念するだろう。「で一んげると」を加え合せた回答額が最

終要求額をこえれば，ちょうど最終要求額に見合う範囲内（あるいはストライ

キの起る確率を無視できるような範囲内）で，雇主は労働組合に「で一んげる

と」を提供するだろう。'

 労働組合が「で一んげると」を自己の計算に入れて交渉にのぞんでいる場合

には，あまりストライキを回避するための切札としては役に立たないかもしれ

ないが，雇主が本当の意味で切札として提供するかぎり，ストライキを回避す

るのに役立っであろう。労働組合は「で一んげると」を上積みされた回答額を

前にした場合，ただちに賃金交渉の取決めをするのが得策である。、というのは

雇主が「で一んげると」を提供し，ストライキに突入した場合，労働組合は期

待する回答を得るのは困難だろう。雇主はもはや労働組合の期待にこたえた後

であり，ストライキを経験した後では雇主は色よい回答をしA' b'がちである。

 賃金交渉過程のはやいうちに，需要曲線がシフトしたと想定する。需要曲線

が線型である場合に，その勾配の変化は賃金交渉の対象となる範囲には影響を

与えないので，需要曲線が平行移動した場合のみを考察する。需要曲線の平行

移動によって，賃金交渉の対象となる範囲は変化する。

 需要関数を

    p＝＝ a-bQ

とすれば，交渉範囲の上限はa／2である。機会賃金を。とすれば，交渉の対

象とな礪囲は（万一。）である・いまaがλaになったとする．交渉鯛の

上限はλa／2となり・交渉鯛は（2a  -c2）となる・も磯会賃金が霰

変化と同じ割合で変化するとすれば，交渉範囲の変化した部分（△B）は

    AB一（A-1）（S' 一一。）

となる。λ＞1のとき，需要曲線は上方にシフトしており，交渉範囲は拡大す

る。λ〈1のとき，需要曲線は下方にシフトしており，交渉範囲は縮少する。

1＞〈1と交渉範囲は対照的に変化するけれども，両交渉者の行動は1＞〈1に応

じて対照的とはいえそうもない。
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 A＞1のとき，雇主は労働組合の要求する実質賃上げ額を計算しなおすだろ

う。実質要求額の推定はR△wrとなり，π（△w）関数は両軸の切片が移動

し，ストライキ関数s（△w）は右に平行移動することになるω。その結果，

予想ストライキ期間については何の変化もない（δの変化するときはこの限り

ではない）が，雇主の予想するスト解決回答額は（λ一1）△w．程増すかもし

れない。そして最終回答額もそれに応じて変化するだろう。

 λ＞1のとき，労働組合は同じストライキ期問にして雇主からかちとること

ができる最高賃金は増すと判断するだろうから，雇主の譲歩性向ρが高くなる

と予想する。その結果，予想ストライキ期間は短かくなり，スト解決要求額は

高くなるだろう。最終要求額もそれらに応じて高くなるだろう。

 λ＜1のとき，雇主は実質要求額を同じ割合で低く見積るとき，労働組合の

強い抵抗を経験することになるかもしれない。一方労働組合は，λ＜1のとき

には，ストライキを武器として使用することは期待する程には有効でないと自

覚する必要がある。景気の悪いときには，雇主は実際に操業短縮を計画してい

るかもしれないので，適度の長さのストライキによって雇主が蒙る損失は事実・

甚だ軽微であるかもしれない（5｝。

（1）これらの批判はJohnston〔3〕によってなされたものである。

（2） Hicks（1） p．145．

（3） Hicks（1） P．145．

（4）実質要求額が正確にλ△ωrになるかどうかは決定できないが，雇主はそれを必ず

 考慮に入れるだろう。また雇主は抵抗性向δの予想を労働組合の有利なように改訂す

 るかもしれない。

（5）Hicks〔1〕P．188で指摘された通りである。
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